
　　市道補修作業・報償金の請求手続きについて

三次市建設部土木課

１．報償金をお支払いする作業は次のとおりです。

　自治会，常会など地域団体で行う市道の補修作業が対象となります。

　なお，一個人で行う作業は交付対象になりませんので，ご注意ください。

○交付対象となる作業（例） ●交付対象にならない作業

・荒れた路面の補修，均し作業 ・空き缶，ゴミ拾いなどの清掃作業

（砕石の敷き均し，路面の整正など） ・除草

・側溝など道路施設の修繕 ・生活排水による汚泥，ゴミの取り除き

・土砂・落ち葉で詰まった道路側溝の復旧 を行う側溝清掃

２．.報償金の計算方法について

　報償金は，作業人数，作業に使用した軽トラック，一輪車の台数により計算します。

　単価は次のとおりです。

作業員１人当たり → ５００円

軽トラック → ２，１００円

一輪車 → ２００円

※計算の例（作業員２０名，軽トラック５台，一輪車３台を使用した場合）
作業員 ５００円 ×２０名 ＝ １０，０００円
軽トラック ２，１００円 × ５台 ＝ １０，５００円
一輪車 ２００円 × ３台 ＝ ６００円

合計　２１，１００円

※ 砕石など作業に必要な原材料は予算の範囲内で支給いたしますので，ご相談ください。

３．請求手続きについて

①　指定の様式（実績報告書並びに報償金請求書）に必要事項を記入して提出してください。

　　あわせて，作業場所を記した位置図，作業前・中・後の写真を提出してください。

②　印鑑は代表者印を使用してください。

　　代表者印とは，「（団体名）長」となっている印鑑，または代表者個人の印鑑（認印で

　も可）です。

③　書類の中で「請求者」「口座名義」に記入する団体名は，すべて同じにしてください。

④　請求書は作業終了後，一ヶ月以内に提出してください。

　お問い合わせ先

建設部土木課

　管理係　電話（0824）62-6305

もしくは各支所の地域づくり係まで
　君田支所　（0824）53-2112 　三良坂支所（0824）44-4511
　布野支所　（0824）54-2112 　三和支所　（0824）52-3114
　作木支所　（0824）55-2112 　甲奴支所　（0847）67-2122
　吉舎支所　（0824）43-3112



市道補修実績報告書
並びに報償費請求書

軽四輪車（２，１００円）の部

　次のとおり市道路面補修をしましたの

で，報償費を請求します。

￥　　　　　　　　　　　

令和 年　　　月　　　日

住　所

　団体名

　請求者 ㊞ 一輪車（２００円）の部

　電話番号

三次市長　　　様

実施日 令和 年 月 日

位　置 三次市

路線名 市道　　　　　　　　　　　　　線

内訳 注 1 　請求者の印鑑のみ押印(2箇所）

地元作業員 人× 500円＝ 円 してください。

一輪車 人× 200円＝ 円 2 　機具使用明細書及び作業従事者

軽四輪車 台×2,100円＝ 円 名簿の住所・氏名は「〃，同上」

等を使わずに記入してください。

口座振替希望者　記入欄

農協 本店

銀行

金庫 支店

※添付資料　位置図，作業写真

※口座名義人と請求者
名は同一であること

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

氏　　　名

氏　　　名

普通　　・　　当座

振込先金融機関

預 金 種 目

注意事項

印鑑は請求者の印鑑（認印で可），もしく
は代表者印をお願いします。

口座名義は省略せずに，全て間違いの
無いように記入してください。
フリガナも必ず記入してください。

営農口座は
「普通」に○を
してください

作業用に出された方

の名前を記入してくだ

さい。

作業用に出された方

の名前を記入してくだ

さい。



受任者（口座名義人）

住　所 三次市

氏　名

　令和　　年　　　月　　　日実施した三次市　　　　　町（十日市　　丁目）市道　　　　　　線

の路面補修に伴う報償費受領に関する一切の権限を上記の者に委任します。

委任者代表（請求者）

令和　　　年　　　月　　　日 住　　所 三次市

団 体 名

代表者名 ㊞

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

三次市 三次市

委任状兼作業従事者名簿

住　　　　　所 氏　　　　名 住　　　　　所 氏　　　　名

「口座名義人」の住所，氏名を記入してください

作業に出られた方々の直筆でお願いします

「請求者者」の住所，団体名，氏名を記入してください


